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一、 日本政府及び日本国民は、過去において、我が国の行為が韓国・中国を含

むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このよ

うなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家

としての道を歩んできた。我が国は、韓国については、昭和四十年の日韓共同

コミニュニケの中において「過去の関係は遺憾であって深く反省している」と

の認識を、中国については日中共同声明において「過去において日本国が戦争

を通じて中国国民に重大な損害を与えたことの責任を痛感し、深く反省する」

との認識を述べたが、これも前述の我が国の反省と決意を確認したものであり、

現在においてもこの認識にはいささかの変化もない。 

 

二、 このような日韓共同コミュニケ、日中共同声明の精神は我が国の学校教育、

教科書の検定にあたっても、当然、尊重されるべきものであるが、今日、韓国、

中国等より、こうした点に関する我が国教科書の記述について批判が寄せられ

ている。我が国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれ

らの批判に十分に耳を傾け、政府の責任において是正する。 

  

三、 このため、今後の教科書検定に際しては、教科用図書検定調査審議会の議

を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。すでに検定

の行われたものについては、今後すみやかに同様の趣旨が実現されるよう措置

するが、それ迄の間の措置として文部大臣が所見を明らかにして、前記二の趣

旨を教育の場において十分反映せしめるものとする。 

  

四、 我が国としては、今後とも、近隣国民との相互理解の促進と友好協力の発

展に努め、アジアひいては世界の平和と安定に寄与していく考えである。  

  

 

 

 


